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電子契約サービス提供業務委託契約に係る企画提案競技実施要領 

 

１ 業務の名称 

電子契約サービス提供業務 

 

２ 業務の目的 

契約締結に係る事業者の利便性向上や鹿児島市（以下「本市」という。）における事務の効

率化を図るため。 

 

３ 業務内容 

別紙「電子契約サービス提供業務委託契約に係る企画提案競技仕様書」（以下「仕様書」と

いう。）のとおり 

  

４ 契約期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日（月）までとする。 

 

５ 提案上限額 

２，２４４，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

なお、この金額は提案の上限であって、契約予定額ではないので留意すること。 

 

６ 参加資格要件 

この企画提案競技に参加できる者は、次に掲げる(1)から(6)までの要件を全て満たしてい

ることとする。 

⑴  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

であること。 

⑵  本告示の日以後において、本市から契約に係る指名停止又は鹿児島市が行う契約から 

の暴力団排除対策要綱（平成２６年３月２７日制定）に基づく入札参加除外措置を受け

ていないこと。 

⑶  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされて 

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てが 

なされている者でないこと。 

⑷  本告示の日において、納期の到来している市区町村税並びに消費税及び地方消費税（新

 型コロナウイルス感染症の影響により猶予を受けているものを除く。）を完納している

 こと。 

⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第 

２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当し

ない者であること。 

⑹  この企画提案競技に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 
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７ 企画提案競技日程 

内容 日程 

公募開始 令和６年５月 ７日（火） 

参加表明書の提出期限 令和６年５月１７日（金）午後５時１５分 

質問書の受付期限 令和６年５月１５日（水） 

質問書への最終回答 令和６年５月２０日（月） 

参加資格確認結果通知 令和６年５月２１日（火） 

企画提案書及び見積書の提出期限 令和６年５月２７日（月）午後５時１５分 

選定結果通知 令和６年６月 ６日（木）（予定） 

契約書締結 令和６年６月下旬（予定） 

 

８ 企画提案競技参加表明書の提出 

⑴  提出書類 

企画提案競技への参加を申し込む者は、次に掲げる書類を記載順にとじ、提出するもの

とする。 

①  企画提案競技参加表明書（様式第１号） 

②  会社概要（様式第２号） 

③  企画提案競技参加資格審査申請書（様式第３号） 

④  納期の到来している市区町村税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書（写し可） 

ア．市区町村税（入札参加資格審査用） 

 本市発行の滞納がないことの証明書又は本市で滞納がないことの証明書が発行 

されない場合は、主たる営業所所在地の市区町村役場発行の市区町村税の納税証 

明書 

イ．消費税及び地方消費税 

 税務署発行の納税証明書その３（その３の３でも可。消費税及び地方消費税の未 

納がないことを確認できるもの） 

⑤  商業登記簿謄本（写し可） 

⑥  印鑑証明書（原本） 

※ ⑤と⑥については、鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録がある者

は不要とする。 

※各種証明書は本告示の日から３ヶ月以内に発行されたものを提出すること。 

⑵  提出先 

〒８９２－８６７７ 鹿児島市山下町１１番１号 

鹿児島市役所本庁舎本館３階 契約課 

電話 ０９９－２１６－１１６１ 

電子メールアドレス keiyaku@city.kagoshima.lg.jp 
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⑶  提出方法 

直接持参又は郵送。郵送の場合は提出期限必着とする。 

⑷  提出期限 

令和６年５月１７日（金）午後５時１５分まで（１２時から１３時を除く） 

⑸  参加辞退 

企画提案競技参加表明書の提出後に本企画提案競技への参加を辞退する場合は、辞退届

（様式第８号）を提出すること。 

令和６年５月２７日（月）午後５時１５分まで 

 

９ 質問書の受付及び回答 

本企画提案競技に関する質問のある者は、質問書（様式第７号）を電子メールで提出する

こと。 

⑴  提出期限 

令和６年５月１５日（水）午後５時１５分まで 

⑵  提出先 

８(2)に掲げる電子メールアドレスに同じ。 

⑶  回答 

質問の内容と質問に対する回答は、質問者名等を伏せて、質問を受け付けた日から３日

以内（土曜日及び日曜日を除く。）に本市ホームページへ掲載する。 

 

１０ 企画提案書等の提出について  

⑴  提出書類 

①  企画提案書鑑（様式第４号） 

②  企画提案書（任意様式） 

③  見積書（様式第５号）および積算内訳書（任意様式） 

④  電子契約サービス要件確認書（様式第６号） 

⑵  作成要領 

① 企画提案書は、仕様書に基づき、文章や図形等により専門知識のない者にもわか

りやすい表現で簡潔かつ明瞭に記載し、文字のサイズは１０．５ポイント以上、用

紙サイズはＡ４判とする。また、提案内容が評価項目のいずれに該当するか記入す

ること。（例 1-(1)、1-(2)(3)など） 

② 正本の表紙には事業者名、所在地、代表者名を記入すること。 

③ 副本には事業者名、所在地、企業を特定できるマーク（社章）等は記載しないこ

と。 

⑶  提出部数 

正本：１部、副本１部 

⑷  提出方法 

電子メールにより送付。（添付ファイルは１０ＭＢ以内とする。） 

⑸  提出先 

８(2)に掲げる電子メールアドレスに同じ。 

⑹  提出期限 
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令和６年５月２７日(月) 午後５時１５分まで 

提出期限までに提出書類が提出されない場合、辞退したものとみなす。 

⑺  その他 

①  提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは認めない。 

②  提出書類等に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び 

計量法（平成４年法律第 51 号）に定める単位に限る。 

③  企画提案書は１案に限る。 

 

１１ 受注候補者の選定方法 

本市の業者選定委員会（以下「業者選定委員会」という。）において書面審査を実施し、評

価項目の点数を合計し、総合評価点が最も高い者を受注候補者として選定する。なお、総合

評価点が同点数となった場合には、評価項目「業務の実施体制に係る項目」の評点が高い者

を上位とする。 

 

⑴  評価基準 

評価項目、評価基準、評点を以下のとおりとする。 

評価項目 評価基準 評点 

1 

  

  

業務の実施体制に

係る項目 

  

  

(1)  本業務を円滑に実施するための十分な実績を有し、

効果的かつ効率的な運営が可能な体制であるか。 10 

(2)  以下の支援ができるスキルを有しており、実施でき

る体制が整っているか。 

 ・業務フローの見直し支援 

 ・例規の整備支援 

 ・操作マニュアルや運用手順書などの作成支援 

 ・職員及び事業者向けの説明会の実施支援 

15 

(3)  障害等の発生時に迅速に対応可能な体制であるか。

また、操作等の問合せに適宜対応可能なヘルプデスク

が準備されているか。 
10 

2 

  

  

提供するサービス

に係る項目 

  

  

(1)  職員及び事業者の効率化が見込まれ、操作しやすい

システムか。（アカウント登録方法、検索機能など） 15 

(2)  電子署名法等の要件に該当するシステムか。また、

電子署名の有効期間が確保され、期間内のデータ参照

方法が確実となっているか。 
10 
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(3)  運用管理をするために必要とされる、システム設定

やアカウントのアクセス制御等の機能があるか。 
10 

評価項目 評価基準 評点 

3 

  

セキュリティ対応

に係る項目  

(1)  セキュリティ対策の措置は十分か。 
10 

(2)  セキュリティ評価制度により信頼性が確保されてい

るか。 10 

4 仕様書にない提案

に係る項目 

(1)  仕様にない有用な独自提案、他サービス事業者との

優位性の提案がなされているか。 10 

5  経費に関する項目  (1)  本市が要求する業務の業務量に応じた工数積算とな

っているか。また、妥当な金額となっているか。 10 

(2)  次年度以降に本市が負担する費用について、その内

訳を含め明確に示されているか。また、妥当な金額と

なっているか。 

10 

総合評価点 120 

⑵  選定結果の通知 

選定の結果は、参加事業者へ電子メールにて通知する。 

⑶  選定結果通知日 

  令和６年６月６日（木）（予定） 

 

１２ 企画提案書等の取扱い 

提出された企画提案書等（以下「企画提案書等」という。）の取扱いは以下のとおりとす

る。 

⑴  企画提案書等は、返却しないものとする。 

⑵  企画提案書等の作成、提出など、企画提案競技への参加に関する一切の費用は、提出者 

の負担とする。 

⑶  企画提案書等は、審査及び説明を目的に、この写しを作成し、使用することができる。 

⑷  企画提案書等は、公平性、透明性及び客観性を確保するため、提出者名を伏せて公表す 

ることがある。この場合において、企画提案書等の写しを作成し、使用することができ 

る。 

⑸  鹿児島市情報公開条例（平成 13 年条例第 14 号）に基づく開示請求があった場合は、同 

条例に基づき不開示情報を除いた情報を公開することがある。 

 

１３ 失格条項等 

以下のいずれかに該当した者は、失格とする。 

⑴  企画提案競技への参加に関する提出書類等（以下「提出書類等」という。）の提出方法、 

提出先及び提出期限に適合しなかった場合。 
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⑵  企画提案競技に参加する資格要件を欠く場合。 

⑶  見積価格が、提案上限額を超える提案を行った場合。 

⑷  提出書類等が不足する場合。 

⑸  提出書類等に虚偽の内容が記載されている場合。 

⑹  告示、実施要領及び仕様書に記載のある必要事項を満たしていない場合。 

⑺  その他実施要領の規定に違反した場合。 

 

１４ 契約の締結等 

⑴  選定委員会で選定された提案者に対し、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

に基づき、当該業務を委託する（随意契約）。 

⑵  選定された者が、告示の資格要件を満たさなくなった場合や辞退した場合又は協議が整 

わない場合は、契約の締結は行わない。この場合は、次点の者と契約の交渉を行うものと 

する。 

⑶  契約予定金額 

予算の範囲内において、あらためて契約予定者と見積合わせを行う。 

⑷  契約保証金 

委託業務に係る契約保証金は免除する。 

 

１５ 問い合わせ先 

〒８９２－８６７７ 

鹿児島市山下町１１番１号 

鹿児島市役所本庁舎本館３階 契約課 

電話 ０９９－２１６－１１６１ 

電子メールアドレス keiyaku@city.kagoshima.lg.jp 

 


